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○吉野川市小規模工事等受注希望者登録要綱

平成２２年５月３１日

告示第４９号

（趣旨）

第１条 この告示は、吉野川市が発注する小規模の工事及び修繕等（以下「小規模工事等」とい

う。）について、市内の小規模事業者を業者選定の対象とすることにより、その受注機会の拡

大を図るため、小規模工事等の受注を希望する者（以下「受注希望者」という。）の登録に関

し、必要な事項を定めるものとする。

（小規模工事等）

第２条 この告示において、小規模工事等とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(１) 内容が軽易で、履行の確保が容易と認められるもの

(２) １件当たりの請負金額が原則として２０万円を超えないもの

（登録できる者）

第３条 受注希望者として登録できる者は、次の要件を満たすものとする。この場合において、

当該受注希望者について、建設業法（昭和２２年法律第１００号）第３条第１項に規定する建

設業の許可の有無、経営組織の内容及び従業員数の多少は問わないものとする。

(１) 市内に主たる事業所又は住所を有する者

(２) 市税を滞納していない者

(３) 吉野川市建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱（平

成１６年吉野川市告示第６５号）に基づく一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請

書を提出していない者

(４) 希望する小規模工事等を履行するために必要な資格及び免許等を有する者

(５) 公共事業の発注の相手方として適当と認められる者

（登録の申請）

第４条 受注希望者は、小規模工事等受注希望者登録申請書（様式第１号。以下「申請書」とい

う。）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(１) 希望する小規模工事等を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(２) 納税証明書

(３) その他市長が必要と認める書類

２ 前項の申請書は、毎年２月１日から３月２０日までに提出しなければならない。ただし、市

長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
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（登録名簿への登載）

第５条 市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、登録者名簿に登載するものとする。

（登録の有効期間）

第６条 登録の有効期間は、毎年６月１日から１年間とする。ただし、第４条第２項ただし書の

規定により申請書を提出し、登録を受けた場合の有効期間は、前項の規定にかかわらず、同項

の期間の残存期間とする。

（登録事項の変更等）

第７条 登録者名簿に登載された者は、登録事項に変更が生じたとき、又は事業を廃止したとき

は、小規模工事等受注希望者登録変更届（様式第２号）により速やかに市長に届け出なければ

ならない。

（登録の取消し）

第８条 市長は、登録者名簿に登載された者が第３条の要件を満たさなくなったとき、又は契約

事項に関し不正又は不誠実な行為があったときは、登録を取り消すことができる。

（登録者名簿の活用）

第９条 市は、小規模工事等の契約に係る業者の選定に際しては、登録者名簿を活用するものと

する。ただし、緊急を要するときその他特別の理由があるときは、この限りでない。

（登録者名簿の公開）

第１０条 登録者名簿は、原則として吉野川市ホームページにおいて一般の閲覧に供するものと

する。

（補則）

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この告示は、平成２２年６月１日から施行する。
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様式第１号（第４条関係）

様式第２号（第７条関係）


